
群馬県地域包括・在宅介護支援センター協議会

＜Ｗｅｂ配信＞

※収録日：令和３年８月３０日（月）10:00～16:00

中 澤 伸（神奈川県 ・ 社会福祉法人 川崎聖風福祉会）

木 内 健太郎（神奈川県 ・ 合同会社 地域包括ケアステーション）

① 『地域包括ケアシステムの理解と地域包括支援センター
在宅介護支援センターのミッション』・・・・・・・・・

② 『総合相談支援業務』・・・・・・・・・・・・・・・・・
③ 『権利擁護業務』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④ 『包括的・継続的ケアマネジメント支援業務』・・・・・・

1

７０分 【中澤】
７０分 【木内】
７０分 【木内】
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地域包括支援センター・在宅介護支援センター

令和３年度 初任者研修会



【２訂】 平成３０年６月発行

「地域包括支援センター運営マニュアル」
の活用方法

市町村
（保険者）

受託法人
地域包括Ｃ職員
（事務職含む）

・事業実施方針に盛り込む内容
・地域包括C運営協議会の運営方法
・介護予防・日常生活支援総合事業
・地域包括Ｃとの役割分担
・地域包括Ｃ運営上の責務 等

・地域包括Ｃの役割と業務の全体像
・法人と地域包括Ｃの事業計画の関係
・設置者の連携努力義務
・地域ケア会議、ネットワークの構築方法

・地域包括Ｃ業務の理解と進め方
・介護予防・日常生活支援総合事業
・地域ケア会議とネットワーク構築方法
・個人情報の取り扱い基準 等

作成：中澤 伸 2※令和３年度 改訂版「３訂」編集作業中



権利擁護業務

地域包括支援センターの業務
（地域包括支援センターの運営）

在宅医療・介護
連携推進事業

生活支援
体制整備事業

認知症総合
支援事業

地域包括ケアの増進

包括的支援事業

出典；「地域包括支援センター運営マニュアル」P62

包括的支援事業と地域包括支援センターの業務・事業の関係性

総合相談支援業務

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

包括的・継続的
ケアマネジメント支援業務

地域ケア会議
推進事業

（社会保障充実分）

地域ケア会議の設置と
支援体制の検討
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【 講 義 】

地域包括ケアシステムの理解と
地域包括支援センターのミッション

〇 人口減少・少子高齢化による影響
〇 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアと地域包括ケアシステム
〇 地域包括支援センターのミッション ほか

担当： 中 澤 伸

令和３年度 沖縄県 市町村・地域包括支援センター等職員初任者向け研修会
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「地域包括ケアシステム」に対するイメージ

厚労省が言う「地域包括ケアシステム」って、
理想論だよ！現実には“ムリムリ”！

「２０２５年問題」や「地域包括ケアシステム」
って、高齢者介護の問題でしょ！

介護予防と言いながら、予算削減のために、公的
責任を市民に押し付けようとしているんでしょ。

人口や予算が減ってくるのに、自立や尊厳
なんて、本当に守れるの？

こんな声にみなさんはどう答えていますか？
作成：中澤 伸 5



②

★費用削減
★無駄の排除
★給付重点化
★効率性の追求

★地域での
★自立した
★尊厳ある
★暮らしを継続

地域包括ケアの２つのDNA

人口減少・少子高齢化における、ヒトなし、カネなし、介護需要増

両
立

地域包括ケアの実現

①

自助・互助・共助・公助の
総合力で

作成：中澤 伸

＋ 景気低迷・非正規雇用
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人口減少地図
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人口減少地図
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・人口密度 10,506人/k㎡ ※東京都区部及び大阪市に次ぐ過密都市
・人口自然増加率 0.17％ ※第２位
・出生率 0.91％ ※第２位
・死亡率 0.74％ ※最低位
・平均年齢 42.1歳 ※最低位
・生産年齢人口割合 67.7％ ※最高位
・老年人口割合 19.5％ ※最低位
・刑法犯認知件数 5.0人/1,000人 ※第20位
・交通事故発生件数 261.9/10万人 ※第19位

川崎市の特徴
【平成３０年度版】

【２０政令市と東京都区部から構成される２１大都市間比較】

■市区町村別平均寿命 男性 （平成２７年市区町村別生命表の概況）

麻生区 全国上位２位 川崎区 全国下位１１位

（元気な都市）

（若い都市）

（安全な都市）

参考：「平成３０年版大都市比較統計年表」（発行大都市統計協議会）
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川崎市の人口・世帯数（令和2年9月1日現在）
〇人 口 1,539,522人 （２０政令市の中で上位６番目）
〇世帯数 750,949世帯

2030年まで
川崎市の人口
は増加



２００５年

人口（年齢階級別）
（出典：総務省統計局『国勢調査報告』，国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成18年12月推計)』）

※ 年齢階級は、０歳～１００歳以上の１歳きざみとなっている。

人口ピラミッドの推移
男 女

年

齢

65歳以上

高齢化率 20.2%

56~57

歳

31~32歳

年少人口 13.8%
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２０５５年

人口（年齢階級別）
（出典：総務省統計局『国勢調査報告』，国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成18年12月推計)』）

※ 年齢階級は、０歳～１００歳以上の１歳きざみとなっている。

人口減少・少子高齢化が進行した２０５５年の人口ピラミッド

男 女

年

齢

65歳以上
高齢化率 40.5%

最多階層 ８１歳

100歳以上

年少人口 8.4%

3,646万人

生産人口 51.1%

4,595万人

752万人

内2/3が75歳以上

家族介護者の減少

介護従事者（専門職）の
減少

費用負担者（被保険
者・納税者）の減少

団塊ジュニア

※平成８年生まれから120万人を切る
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団塊ジュニア世代がたどった社会

〇 団塊ジュニア世代 ： 1971年（昭和46年）～1974年（昭和49年）生まれ
〇 2021年（令和３年）３月末現在の年齢 ： 46歳～49歳
〇 主な団塊ジュニアの有名人 ： イチロー、SMAP、ホリエモン、マツコ・デラックス など

西暦（元号） 社会現象 団塊Jr.の年齢 備 考

1993年（平5年） ・バブル崩壊 19～23歳

・就職難
・非正規雇用率上昇
・結婚率低下
・出生率低下
・失われた20年（1991
～2011）

人口減少に拍車

1994年（平6年）

・高齢者介護システム研究会
（介護保険制度準備開始）

・高齢化率 14.2％
（高齢化社会から高齢社会へ）

20～24歳

1997年（平9年）
・山一證券倒産（金融破綻）
・年間自殺者 ３万人超

23～27歳

1998年（平10年） ・労働者派遣対象拡大 24～28歳

2000年（平12年） ・介護保険制度施行 26～30歳

2001年（平13年） ・失業率過去最高 5.5％ 27～31歳

2005年（平17年）
・出生率最低 1.26
・総人口が減少へ

31～35歳

2008年（平20年）
・リーマンショック
・年越し派遣村

34～38歳

～なぜ第3次ベビーブームは来なかったか～

作成：中澤 伸 12



非正規雇用労働者の推移（年齢別）
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「就職氷河期世代」：概ね該当すのは35～44歳（2021,05,29現在37～46歳）

1993（平成５）年～2004（平成16）年に学校卒業期を迎えた世代を指す。 2019年４月現在、大卒で
概ね37～48歳、高卒で概ね33歳～44歳に至る。 この世代の不本意非正規の割合（平成30年）は、
14.1％となっている（全体：12.8％）【厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン資料2019,05,29】



全国で７人に１人の子どもが“貧困”

毎日新聞2016年2月18日 07時30分

(最終更新 2月18日 09時39分)

少子化で子どもの数が減少しているにもかかわら
ず、生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯が
過去２０年で倍増したことが、山形大の戸室健作
准教授の研究で分かった。戸室氏は都道府県別の
「子どもの貧困率」も初めて明らかにした。３９
都道府県で子育て世帯の１０％以上が貧困状態に
あり、子どもの貧困が全国的に深刻化しているこ
とが浮き彫りになった。

都道府県別では、貧困率が高い順に（１）沖縄（
３７．５％）（２）大阪（２１．８％）（３）鹿
児島（２０．６％）（４）福岡（１９．９％）（
５）北海道（１９．７％）−−と続き、ワースト
１０のうち８府県が西日本に集中した。１０％を
切ったのは、最も低い福井（５．５％）など８県
にすぎず、残りは１０％以上だった。また、１回
前の調査（０７年）と比較すると、埼玉、千葉、
神奈川などの首都圏や三重、静岡などの中京圏で
全国平均を上回る貧困率の上昇がみられた。
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区 分 H22,04 H29,04 H30,04 H31,04 R2 ,04

65歳以上の
身体障害者

20,049 24,992 25,320 25,498
25,575
(68.1%)

65歳以上の
知的障害者

186 359 401 418
448

(4.1%)

65歳以上の
精神障害者

900 1,724 1,818 1,915
2,003

(14.4%)

計 21,135 27,075 27,539 27,831 28,026

川崎市の65歳以上の各障害者手帳所持者数の推移

※各年４月１日現在
※身体障害・知的障害は健康福祉局障害福祉課調べ
※知的障害は、判定のみ受けて療育手帳を所持して
いない方も含む

※精神障害は健康福祉局精神保健福祉センター調べ

単位：人

第５次かわさきノーマライゼーションプラン改訂版
（令和3年3月）
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誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－ （平成２７年９月１７日） 16



誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－ （平成２７年９月１７日） 17



平成２８年５月１１日 塩崎厚労大臣資料
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地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要
～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～

総論（今後の方向性）

○各福祉分野に共通して取り組むべき事項の例

・ 福祉以外の様々な分野（まちおこし、産業、農林水産、土木、防犯・防災、

社会教育、環境、交通、都市計画等）との連携に関する事項

・ 高齢、障害、子ども等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野

・ 制度の狭間の問題への対応のあり方

・ 共生型サービスなどの分野横断的な福祉サービスの展開

・ 居住に課題を抱える者・世帯への横断的な支援のあり方

・ 市民後見人の養成や活動支援、判断能力に不安がある人への金銭管理、

身元保証人など、権利擁護のあり方

・ 高齢者、障害者、児童に対する統一的な虐待への対応や、家庭内で虐待

を行った介護者・養育者が抱えている課題にも着目した支援のあり方

・ 各福祉分野・福祉以外の分野の圏域の考え方・関係の整理

・ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業

等を有効に活用した連携体制

・ 役所内の全庁的な体制整備 等

○計画策定に当たっての留意点

・ 狭義の地域福祉計画の担当部局のみならず、計画策定を通して、部局を

超えた協働の仕組みができるような体制をとる。

・ 他の福祉に関する計画との調和を図る方法として、計画期間をそろえる、

一体的に策定するなどの方法が考えられる。

・ 成年後見、住まい、自殺対策、再犯防止等の計画と一体的に策定するこ

とも考えられる。

◆ 地域共生が文化として定着する挑戦 ◆ 「待ち」の姿勢から、「予防」の視点に基づく、早期発見、早期支援へ
◆ 専門職による多職種連携、地域住民等との協働による地域連携 ◆ 「支え手」「受け手」が固定されない、多様な参加の場、働く場の創造
◆ 「点」としての取組から、有機的に連携・協働する「面」としての取組へ

各論１ 市町村における包括的な支援体制の構築

【1】他人事を「我が事」に変えていくような働きかけをする機能

【2】「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める場

○３つの地域づくりの方向性の促進に向けた取組の例
・ 福祉、医療、教育、環境、農林水産、観光などの各分野における場や人材（地
域の宝）とつながる。分野を超えた協働を進めるとともに、分野を超えた協働を
進めていく役割を果たす人を地域の中から多く見つけていく。

・ 障害や認知症、社会的孤立等に関して学ぶことを通じ、地域や福祉を身近なも
のとして考える福祉教育の機会を提供する。

・ 地域から排除されがちな課題であっても、ソーシャルワーカーが専門的な対応
を行う中で、徐々に地域住民と協働していくといった取組を積み重ねる。そうし
た取組を当事者のプライバシー等に配慮した上で広く知ってもらう。

○地域づくりを推進する財源等の例
・ 事業の一体的な実施による各分野の補助金等の柔軟な活用、共同募金におけ
るテーマ型募金や市町村共同募金委員会の活用、クラウドファンディング、ＳＩＢ、
ふるさと納税、社会福祉法人の地域公益的取組、企業の社会貢献活動等

○住民に身近な圏域での「丸ごと」受け止める場の整備にあたっての留意点
・ 担い手を定め、分かりやすい名称を付けるなどして、広く住民等に周知。

例１：地域住民による相談窓口を設置し、社会福祉協議会のＣＳＷが専門的観点からサポートする方法

例２：地域包括支援センターのブランチを拠点とした相談窓口を設置するとともに、民生委員等と協働していく方法

例３：自治体等において各種の相談窓口を集約し、各専門職が地域担当として、チームで活動していく方法

例４：診療所や病院のソーシャルワーカーなどが退院調整等だけでなく、地域の様々な相談を受け止めていく方法

・ 民生委員、保護司等の地域の関係者から、情報が入る体制を構築する。

【3】市町村における包括的な相談支援体制

○市町村における包括的な相談支援体制の構築にあたっての留意点
・ 支援チームの編成は、本人の意思やニーズに応じて新たな支援者を巻き込む。

・ 支援チームによる個別事案の検討や、資源開発のための検討の場については、
①地域ケア会議などの既存の場の機能拡充、②協働の中核を担う者が既存
の場に出向く、③新設する等の対応が考えられる。

・ 生活困窮者支援の実践で培われた、働く場や参加の場を地域に見出していく、
福祉の領域を超えた地域づくりを推進

各論２「地域福祉（支援）計画」

各論３「自治体、国の役割」

○市町村→包括的な支援体制の整備について、責任をもって進めていく。地
域福祉計画として関係者と合意し、計画的に推進していくことが有効。

○都道府県→単独の市町村では解決が難しい課題への支援体制の構築、都
道府県域の独自施策の企画・立案、市町村への技術的助言

○国→指針等の作成で終わることなく、「我が事・丸ごと」の人材育成、プロセ
スを重視した評価指標の検討、財源の確保・あり方についての検討

第１０６条の３
第１項第１号

第１０６条の３
第１項第２号

第１０６条の３
第１項第３号

19出典：厚労省
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障害福祉サービス事業所等

介護保険事業所

地域共生社会の実現に向けた取組の推進（法改正）

新たに共生型サービスを位置づけ

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に 新たに

共生型サービスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討）

共生型サービス事業所
新

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児
者

高齢者障害児
者

障害福祉サービス事業所
等であれば、介護保険事
業所の指定も受けやすくす
る特例を設ける。
※逆も同じ

※対象サービスは、
①ホームヘルプサービス、
②デイサービス、
③ショートステイ等を想定

現行

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備

１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者によ

る①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として
位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等

※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。
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サービスを提供する場合、
それぞれ指定基準を
満たす必要がある

出典：厚労省



１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所
の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化
・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント

平成３０年４月１日施行

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

21出典：厚労省



地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の概要
（令和２年法律第52号）

22出典：厚労省



※ 下線部は今回の改正・新設部分

23

改正 社会福祉法（第4条） [令和3年4月施行]

（地域福祉の推進）

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、

参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。（新設）

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動

を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要

とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の
推進に努めなければならない。

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域

住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支
援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化
の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービス
を必要とする地域住民の地域社会からの孤立 その他の福祉サービスを必要とす
る地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される

上での各般の課題 （以下「地域生活課題」という。） を把握し、地域生活課題

の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等に
よりその解決を図るよう特に留意するものとする。

出典：厚労省



（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務）

第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を
行うもの（市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事業を行う

に当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握し
たときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている
環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努め

るとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課
題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。

一 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法
第10条の２に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業

注）地域子育て支援拠点事業
二 母子保健法(昭和40年法律第141号)第２２条第２項に規定する母子健康包括

支援センターを経営する事業 注）母子健康包括支援センター
三 介護保険法第115条の４５第２項第１号に掲げる事業

注）地域包括支援センター
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条
第１項第３号に掲げる事業 注）障害者相談支援事業

五 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第５９条第１号に掲げる事業
注）地域子ども・子育て支援事業

改正 社会福祉法（第１０６条の２ ） [令和3年4月施行]

24出典：厚労省

※ 下線部は今回の改正・新設部分



（包括的な支援体制の整備）

第１０６条の３ 市町村は、次条第２項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめ
とする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を
通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力

が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制
を整備するよう努めるものとする。

１ 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、
地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する
研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備
に関する事業

２ 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求
めることができる体制の整備に関する事業

３ 生活困窮者自立支援法第３条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を
行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的
な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関す
る事業

改正 社会福祉法（第１０６条の3） [令和3年4月施行]

25出典：厚労省

※ 下線部は今回の改正・新設部分



○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化（※）する中で、以下のような課題がある。
・ 従来の属性別の支援体制では、対応が困難。
・ 属性を超えた相談窓口の設置等の包括的な支援体制の構築を行う動きがあるが、各制度毎の国庫補助金の制度間流用にならないように

するための経費按分に係る事務負担が大きい。
○ このため、市町村が包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みを創設することが必要。

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

○ 高齢、障害、子ども、生活困窮の各制度にお
ける関連事業に係る補助について、一体的な
執行を行うことができる仕組みとする。

現行の仕組み

高齢分野の相談

障害分野の相談

子ども分野の相談

生活困窮分野の相
談

相談支援

属性や
世代を

問わない
相談

相談支援にかかる一体的実施のイメージ

包括的な
相談支援の体制

就労支援

Ⅱ 参加支援Ⅰ 相談支援

Ⅲ 地域づくりに向けた支援

新たな事業の全体像

○ 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体
制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を実施する事業を創設する。
－ 事業実施の際には、Ⅰ～Ⅲの支援は全て必須 － 新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業

○ 新たな事業を実施する市町村に対して、関連事業に係る補助等について一体的な執行を行うことができるよう、交付金を交付する。

社会福祉法に基づく新たな事業の創設

・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応
（既存の地域資源の活用方法の拡充）
※ 既存の取組で対応できる部分は、既存の取組を活用

・属性や世代を問わない相談の受け止め
・多機関の協働をコーディネート
・アウトリーチも実施

Ⅰ～Ⅲを通じ、
継続的な伴走
支援を実施

生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にな
いひきこもり状態の者を受け入れる 等

・世代や属性を超えて住民同士が交流できる場や居場所の確保
・交流・参加・学びの機会を生み出すためのコーディネート

※ これまで結びつきのなかった人と人が
つながり、新たな参加の場が生まれ、地域の活動が高まる。

見守り等居住支援
（狭間のニーズへ
の対応の具体例）

（※）一つの世帯において複数の課題が存在している状態（8050世帯や、介護と育児
のダブルケアなど）、世帯全体が地域から孤立している状態（ごみ屋敷など）

出典：厚労省 26
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高齢者
地域包括ケアシステム

［地域医療介護確保法第２条］

【高齢者を対象にした相談機関】

地域包括支援センター

子ども・子育て
家庭

【子ども・子育て家庭を対象にした相談機関】

地域子育て支援拠点
子育て世代包括支援センター

等

課題の複合化

制度の狭間

・高齢の親と無職独身の５０代の子が同居（８０５０）
・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア） 等
⇒各分野の関係機関の連携が必要

・いわゆる「ごみ屋敷」
・障害の疑いがあるが手帳申請を拒否 等

土台としての地域力の強化
「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

生活困窮
者支援

「必要な支援を包括的
に確保する」という理念
を普遍化

「必要な支援を包括
的に確保する」とい
う理念を普遍化

○既存の制度による解決が困難な課題

障害者
地域移行、地域生活支援

【障害者を対象にした相談機関】

基幹相談支援センター 等

共生型サ
ービス

27
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地域包括ケアシステムとは、

日常生活圏域を単位として、住民の中で何らかの支援
を必要としている人々‥‥例えば児童や幼児、虚弱な
いし要介護の高齢者、認知症の人、障害者、それぞれ
の家族、そのほかの理由で疎外されている人など‥‥
誰もが、望むなら住み慣れた圏域の住みかにおいて、
必要なら様々な支援（一時的な入院や入所を含む）を
得つつ、できる限り自立し、安心して最期の時まで暮
らし続けられる多世代共生の仕組み」

（『医の希望』（岩波新書1765）「多世代共生社会に地域包括ケアシステムを役立てる」田中滋）

田中滋氏

埼玉県立大学理事長、慶應義塾大学名誉教授
社会保障審議会介護給付費分科会会長、地域包括ケア研究会座長
川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会座長 他

28



●高齢者数の増加
２０２５年は団塊の世代が後期高齢者になる。その後高齢者も減少に転じ、２０５５年
に再び団塊ジュニアの増加がある。

●生産年齢人口の減少
全労働人口の減少、支援者（介護職等）減少、費用負担者減少、互助（家族や地域）

市民の減少、支援の質の低下

●独居高齢者世帯増加
生産年齢人口減少による。団塊ジュニアは単身者増。（団塊ジュニアはバブル崩壊

の1992年高校卒）、自己決定の侵害

●後期高齢者の増加
老化に起因する疾病に罹る高齢者の増加、要介護者増加、重度者増加

●認知症高齢者の増加
独居認知症、徘徊による危険性、不明者の増加、地域からの排除、権利侵害のリス

ク（自己決定の侵害）

●虐待の増加
養護者（家族など）、従事者（支援者）による虐待の増加

●多死時代
ターミナル（終末期）高齢者の増加、最期を過ごす場所の確保が困難

●重度者（要介護４・５）の増加
現在要介護４・５の約35％が脳血管疾患（脳卒中）。発症者の2割が再発者。

人口の減少と少子高齢化は市民（私たち）の生活に何をもたらすのか。

作成：中澤 伸 29



●税金・保険料の徴収が困難
社会保障費を負担する国民の減少

●生活保護・生活困窮世帯の増加
社会保障を必要とする国民の増加と社会保障費を負担できる国民の減少、子どもを

含む全世代の貧困と尊厳の危機

●精神障害者の増加
統合失調症の発症率は一定。しかし、うつを含めた精神疾患者は増加中。病院に閉

じ込めない支援への転換。

●障害者の高齢化（高齢障害者）の増加

障害者が認知症など、加齢に伴う新たな生活課題、制度の相違、支援者の変更など

●複合的な課題を抱える家庭の増加
認知症の親、貧困の息子、日本語が不自由な外国人の妻と行方不明リストに載るそ

の子供の家庭への支援、小中学生が認知症祖父を介護、高齢者虐待と障害者虐待が
同時発生 など

●消費者被害の増加
単身、認知症、地域の力が落ち、消費者被害が増加。貧困者の増加は犯罪の増加
にもつながる。

●災害時要援護高齢者の増加 などなど

人口の減少と少子高齢化は市民（私たち）の生活に何をもたらすのか。

作成：中澤 伸 30



なぜ“地域共生”か、なぜ“丸ごと支援”か

１ 支援を要するこども・障害者・高齢者・外国人
などが同一家庭内に複数居住

２ 障害者や医療ニーズの高い人の高齢化

３ 地域で複数課題を持つ人に出会ってしまう

人が死ななくなった時代になり、
昔とは異なる生活課題が発生している。

タテワリでは、支えられない（タテワリ支援の限界）
31作成：中澤 伸



新規相談受付の状況（119自治体）

○ 新規相談者の抱える課題は経済的困窮を始め多岐にわたり、複数の課題を抱える者が半数を超える。

（出典）平成２７年度社会福祉推進事
業「生活困窮者自立支援制度の自立
相談支援機関における支援実績、対
象者像等に関する調査研究事業」（み
ずほ情報総研株式会社）。調査対象
119自治体の平成27年4月～平成28

年3月の新規相談受付58,074ケース
についてグラフ化したもの。

調査対象自治体における支援実績（抜粋）について支援実績の詳細（119自治体）生活困窮者自立支援制度の新規相談者の抱える課題

n=58074

０個

26.4%

１個

15.5%
２個

17.0%

３個

14.9%

４個

10.3%

５個以上

16.0%

n=58074

経済的困窮

就職活動困難

病気

家族関係・家族の問題

住まい不安定

その他メンタルヘルスの課題
（うつ・不眠・不安・依存症・適応
障害など）

家計管理の課題

就職定着困難

（多重・過重）債務

ホームレス

障害（手帳有）

障害（疑い）

社会的孤立（ニート・ひきこもり
などを含む）

ひとり親

非行

被災

その他

不明

DV・虐待

けが

刑余者

自死企図

外国籍

不登校

生活習慣の乱れ

(%) (%)

コミュニケーションが苦手

中卒・高校中退

本人の能力の課題（識字・言語・
理解等）

46.7

23.7

20.9
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11.1

11.0

7.4
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3.3

2.4
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1.0

0.7

0.6

0.2

0.1
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２．左の各項目の該当個数１．新規相談者の特性（抱える課題）

n=58,074

不明

約６割が
複合的課題
を抱える

32



不登校

うつ状態

自殺の危機経路

自

殺

 社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。

 複雑化・復合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均４つの要因（問題）が
連鎖する中で自殺が起きている」とする調査※もある。

希死念慮

社会的
孤立

病苦

アルコール
等の依存

失業

多重債務

過労介護疲れ

ひきこもり

不登校

ごみ屋敷

被虐待

性被害

いじめ

進路の
悩み

子育て
の不安

頼れる人
の不在

精神疾患

事業不振

地

域

生

活

の
現

場

※『自殺実態白書2013（NPO法人ライフリンク）』
「声なき声」に耳を傾ける自殺実態1000人調査（自殺で亡くなっ
た523人とその遺族523人を対象とした大規模調査

33

事例：
【被雇用者】配置転換→過労＋職場の人間関係→うつ病→自殺
【自営者】介護疲れ→事業不振→過労→身体疾患＋うつ病→自殺
【無職者（就業経験なし）】子育ての悩み→夫婦間の不和→うつ病→自殺
【学生】家族との死別→ひきこもり→うつ病→将来生活への不安→自殺



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。

出典：厚労省 34
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「（ ）の心身の健康の保持及び生活の安定

のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の

向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的と

する施設とする 」

（介護保険法第115条の46）

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、

36



※① 筒井孝子．地域包括ケアシステムのサイエンス -integrated care 理論と実証-． 社会保険研究所 2014年5月
② 筒井孝子 日本経済新聞 「経済教室 医療・介護改革の論点㊦ －地域包括ケア、住民主体で－ 2014年10月28日朝刊
①と②を参考に作成。

地域を基盤とするケア
（community - based  care）

統合ケア
（integrated  care）

地域包括ケアの２つのコンセプト※

住み慣れた「地域社会」とい
う枠組みの中で行われるケア。
医療機関間や医療・介護間の機
能分担を明確化し、住民主体
（自助・互助）を保証しながら
効率的にサービスを提供する。

統合ケアとは、「診断、治療、ケア、

リハビリテーション、健康増進にか
かわるサービスの構造化とマネジメン
ト、提供および情報交換を一つにまと

める概念」。
統合は「サービスへのアクセス、サー
ビスの質、利用者の満足度、サービス

の効率を改善する方法」
※世界保健機関（WHO）による定義

【統合の例】
◆「規範的統合」➔ 組織、専門職集団、個人間での価値観、文化、視点の共有、目標に向けた共通認識、

動機を共有すること。
◆「臨床的統合」➔ 個々の利用者のケア、サービスがバラバラにならないよう統合すること
◆「組織的統合」➔ 組織（事業者団体、専門機関種別等）間でのネットワークを統合すること

統合＝バラバラでない支援＝利用者から見た一体的な支援

37



自 助 互 助 共 助 公 助

自ら働いて、又
は自らの年金収
入等により、自ら
の生活を支え、
自らの健康は自
ら維持すること

インフォーマルな
相互扶助、例え
ば近隣の助け合
いやボランティア
等

社会保険のよう
な制度化された
相互扶助

システム化され
た支え合い

自助、互助、共助
では対応できない
困窮等の状況に対
し、所得や生活水
準・家庭状況等の
受給要件を定めた
上で必要な生活保
障を行う社会福祉
等

※地域包括ケア研究会報告書による定義

自助・互助・共助・公助の役割分担により、地域包括ケアを支える

・介護保険法第４条
・セルフケア

・信頼、愛情、優しさ
・対象は限定

・介護保険事業者
・医療機関

・市町村の役割
・市単サービスなど

総合力が必要！
作成：中澤 伸 38



出所『メディカ出版 セルフマネジメント ２００５』 に中澤が加筆

危ない状況を
見つけたら連
絡するよ。

互
助

自
助

共助・公助
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社会参加と介護予防効果の関係について①

スポーツ関係・ボランティア・趣味関係のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど、
転倒や認知症やうつのリスクが低い傾向がみられる。

2010年8月～2012年1月にかけて，北海道，東北，関東，東海，関西，中国，
九州，沖縄地方に分布する31自治体に居住する高齢者のうち，要介護認定
を受けていない高齢者169,201人を対象に，郵送調査（一部の自治体は訪
問調査）を実施。
112,123人から回答。
（回収率66.3%）

【研究デザインと分析方法】
研究デザイン：横断研究
分析方法：地域相関分析

ボランティアグループ等の地域組織への参加割合が高い地域ほど、
認知症リスクを有する後期高齢者の割合が少ない相関が認められた。

図表については、厚生労働科学研究班（研究代表者：近藤克則氏）からの提供

趣味関係のグループへの参加割合が高い地域ほど、
うつ得点（低いほど良い）の平均点が低い相関が認められた。

JAGES（日本老年学的評価研究）プ
ロジェクト

スポーツ組織への参加割合が高い地域ほど、
過去1年間に転倒したことのある前期高齢者が少ない相関が認められた。

調査方法

出典：厚労省
40



調査方法

社会参加と介護予防効果の関係について②

高齢者では、同居以外の他者との交流が「毎日頻繁」な人と比べて、「月１～週１
回未満」の人は、１．３～１．４倍その後の要介護認定や認知症に至りやすく、「月１
回未満」の人はそれらに加えて、１．３倍早期死亡にも至りやすい。

2003年10月に愛知県下6市町村において要介護認定を受けていない65歳以上の
高齢者14,804人を対象に、郵送調査を実施し（回収率50.4%）、調査時点で歩行・入
浴・排泄が自立していた12,085人について、調査後の約10年間を追跡し、要介護状
態への移行、認知症の発症と死亡状況を把握。

AGES（愛知老年学的評価研究）プロジェクト

【研究デザインと分析方法】
研究デザイン：
分析方法：

同居者以外の他者との交流頻度と健康指標との関係

性別、年齢、世帯構成、就学年
数、婚姻状態、等価所得、資料
疾患の有無、物忘れの有無、居
住地域を調整した結果

出典：厚労省 41



42/●

現状の課題

“お互いさまの助け合い”の輪を広げていくことで、
支援や介護が必要になっても、地域社会の中から切
り離されず、なじみの関係を継続できる

友人・隣人との
“お互いさま
の助け合い“

一緒に体操

お掃除のお手伝い
おかずをおすそ分け

一緒にお買いもの
ご近所同士で茶話会

友人・隣人との交流

４．専門サービスだけでなく、地域の多様性の中でケアマネジメントを考える

これから

支援や介護が必要になると、
友人・隣人との関係は希薄になり、
支援を受ける一方向の人間関係に変化

専門職サービス
はあるけど

これまでの地域との

つながりは疎遠に？

Ⅶ ケアマネジメントをどうするか

専門職サービス

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング資料
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ケアマネジメントツール～地域資源のつなぎ方 【川崎版】

◎地域との関係性を大切にした暮らしを支えるために

▼介護が必要な人への社会資源というと、医療・介護・福祉・保健サービス（共助・
公助）と、親族やボランティアなどの支え合い（互助）を思い浮かべがちですが、
地域にはもっともっとたくさんの社会資源が存在しています。

▼一般市民が日常普通に利用する、地域の商店街、銀行、公園、居酒屋、企業、市民
館、図書館などの社会資源を、個別利用者の生活や介護に活かしていくためのケア
マネジメントを提案するツールです。

▼利用者の過去の生活や地域とのつながりをアセスメントし、介護が必要になってか
らも今までのつながりを大切にしながら「地域を基盤」に生活できるようなケアを
推進していくためのコツや留意点などを整理し掲載しました。

◎「ケアマネジメントツール～地域資源のつなぎ方～」編集会議 ※敬称略

【地域包括支援センター】
工 藤 優 二 大島中島地域包括支援センター
荒 川 雄 一 ひらまの里地域包括支援センター
塚 田 治 孝 登戸地域包括支援センター
山 本 久美子 百合丘地域包括支援センター

【川崎市介護支援専門員連絡会】
中 馬 三和子 あうん介護センター
須 山 成 美 アイスタッフケアステーション大師
湯 浅 利 啓 社会福祉法人青丘社ほっとライン
能 村 厚 子 川崎市社協・さいわい訪問介護支援事業所
村 川 裕 子 東電さわやかケア川崎・居宅介護支援
齊 藤 淳 子 新川崎居宅介護支援事業所

【在宅サービス事業者】
谷 大 樹 上布田つどいの家（小規模多機能型居宅介護）

【有識者】
中 澤 伸 （社福）川崎聖風福祉会事業推進部長

【オブザーバー】
富 沢 昌 希 川崎市経済労働局次世代産業推進室
飯 田 眞 美 川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
久野木 克 郎 川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

【事務局】
丹 野 睦 川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
中 村 肇 川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

★川崎市のケアマネジメントツールシリーズ 第３弾★

～ Inclusion of  existing  local  resources ～
（地域に存在している様々な地域資源を包括的にケアマネジメントする）

川崎市介護支援専門員連絡会HP「お役立ち情報」http://www.kawasaki-caremane.com/files/f_1502608353.pdf
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平成２７年度 地域包括ケア研究会 報告書 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

＜進化する地域包括ケアシステムの植木鉢＞

高齢者介護に特化せ
ず、全市民に対する
「福祉」を明記

介護予防・日常生活支援総合事業が実施
されたため、生活支援と介護予防を一体
のものとして整理

本来は「本人の選択」が最も重視
されるべきであり、それに対して
、本人・家族がどのように心構え
を持つかが重要であるとの考え方
から「本人の選択と本人・家族の
心構え」と改めた。

44



意思決定支援に関する5つのガイドライン

45

【障害福祉サービス】
2017年３月

【人生の最終段階】
2018年３月

【認知症の人】
2018年６月

【身寄りがない人の医療】
2019年5月

【後見事務】
2020年10月



障害福祉サービス 等の提供に係る
意思決定支援ガイ ドライン

非日常

日常

代理

代行

毎日の生活

不可逆

生命・身体 身寄りのない人の入院及び 医療に 係る
意思決定が困難な人への支 援に関 する
ガイドライン

本人が決める

意思決定支援

住居・財産などの社会生活

認 知症 の人の日常生活・社会生活に
お ける 意思決定支援ガイドライン

本人の意思をいかにすれば尊重
できるのかを記載している点に
特徴

人生の最終段階における医療
・ケアの決定プロセスに関する

ガイドライン

ガイドラインの対象領域 （概念図)

意思決定支援を
踏まえた後見事務
のガイドライン

出典：認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの普及や活用実態および事前の意思表明のあり方に
関する調査研究事業（令和２年度厚労省老健事業2021年3月） 46



出典；「認知症の人の日
常生活・社会生活におけ
る意思決定支援ガイドラ
イン」（厚生労働省 平成
３０年６月）

47



48

令和元年度厚労省老健事業
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの普及および研修のあり方に関する調査研究事業」

（2020年３月 合同会社HAM人・研究所） http://ham-ken.com/wp/wp-content/uploads/2020/04/112-yomikatsu.pdf



地域包括ケアシステム構築プロセス

[第1段階]
地域を把握する

[第2段階]
考え方を共有する

[第3段階]
実際に取り組む

•現状と将来像の把握

•現在の給付状況の把握

•事業計画の進捗状況の把握

•相談支援事例からの把握

•本人、家族、市民

•行政、地域包括支援センター

•介護支援専門員及びその他の
専門職

•医療・介護の連携

•認知症対策

•介護予防・日常生活支援

•地域包括ケアに必要な取り組み

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング資料に中澤が加筆
49

質的・量的
把握

市民・専門職
・行政で共有

地域包括ケア
システム
づくり



地域包括ケアに資する地域づくりのために、

☑ チェック項目

□
① 今暮らしている地域で「認知症の方」で知っている人

がいる。

□
② 今暮らしている地域で「精神障害をお持ちの方」で

知っている人がいる。

□
③ 今暮らしている地域で「経済的に困窮している方」で

知っている人がいる。

□
④ 今暮らしている地域で「生活に困難を抱えるこども」

で知っている人がいる。

□
⑤ 今暮らしている地域で「掃除や買い物などに困ってい

る一人暮らし高齢者」で知っている人がいる。

作成：中澤 伸 2017.05.27 50



地域包括ケアに資する地域づくりのために、

☑ チェック項目

□
⑥ 人口減少、少子高齢化が自分の生活にどのような影響

を及ぼすか知っている。

□ ⑦ 今地域で、家族以外の誰かを見守っている。

□
⑧ 困ったときに家族以外の近隣の人へ「助けて（手伝っ

て）」と言える。

□
⑨ 近隣の人から「助けて（手伝って）」と言われたこと

がある。

□
⑩ 自分や家族が要介護状態になったときの「相談窓口

（機関）」を知っている。

作成：中澤 伸 2017.05.27 51



市町村及び地域包括支援センター

評価指標

令和元年度厚労省老健事業
「地域包括支援センターの事業評価を通じたと取組改善と評価指標のあり方に関する調査研究事業」報告書

別冊『評価指標活用の手引き』
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング） 52



53

評価指標活用の手引き
（2020年３月）

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/04/koukai_200424_3_2.pdf

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/04/koukai_200424_3_2.pdf


業務大項目 市区町村
←連携項目数→

（役割分担・連携）
地域包括

支援センター

１ 組織運営体制等

（１）組織・運営体制 １３項目 ←12項目→ １２項目

（２）個人情報の保護 ３項目 ←２項目→ ４項目

（３）利用者満足の向上 ３項目 ←3項目→ ３項目

２ 個別業務

（１）総合相談支援 ６項目 ←５項目→ ６項目

（２）権利擁護 ４項目 ←４項目→ ５項目

（３）包括的継続的ケアマネジメント支援 ６項目 ←5項目→ ６項目

（４）地域ケア会議 １３項目 ←9項目→ ９項目

（５）介護予防ケアマネジメント
・介護予防支援

６項目 ←5項目→ ５項目

３ 事業間連携（社会保障充実分事業）

事業間連携（社会保障充実分事業） ５項目 ←5項目→ ５項目

計 ５９項目 ←４８項目→ ５５項目

市町村及び地域包括支援センター評価指標（全体構成）

54

「地域包括支援センターの事業評価を通じた取組改善と（H30,07,04厚労省振興課長通知）

平成２９年度厚労省老健事業「地域包括支援センターが行う包括的支援事業における効果的な運営に関する調査研究事業」報告書
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）



平成３０年度 地域包括支援センター評価指標 全国市町村平均

市町村 全国平均（市町村）

11 組織運営体制等 0.0% 70.4%

22-(1) 総合相談支援 0.0% 76.5%

32-(2) 権利擁護 0.0% 78.4%

42-(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援 0.0% 54.1%

52-(4) 地域ケア会議 0.0% 53.4%

62-(5) 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 0.0% 55.0%

73 事業間連携（社会保障充実分事業） 0.0% 75.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
1 組織運営体制等

2-(1) 総合相談支援

2-(2) 権利擁護

2-(3) 包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援
2-(4) 地域ケア会議

2-(5) 介護予防ケアマネジメント・

介護予防支援

3 事業間連携（社会保障充実分

事業）

市町村

全国平均（市町村） 55



業務の振り返り
センター２５項目・市町村１４項目で
センターに関する業務達成度を

数字で確認

業務未実施
理由分析
PDCAサイクルの推進

対話ツール
市町村内、センター内（受託法人含む）、
市町村とセンター、運営協議会の対話

を通じた連携の推進

業務遂行
要因分析

実践環境整備

業務達成状況
の把握

センター２５項目・市町村１４項目で
センターに関する業務達成度を

数字で確認

機能強化策
の検討
政策立案

グッドプラクティス
の共有
実践環境整備

市町村・地域包括支援センターによる評価指標活用の視点

国・都道府県による評価指標活用の視点

何のために事業評価
を実施するのか？

何のために事業評価
を実施するのか？

評
価
指
標
を
活
用
す
る
視
点
を
構
造
化

出典：「評価指標活用の手引き」（2020年３月三菱UFJリサーチ＆コンサルティング） 56



地域包括支援センター体制に必要な要素

市町村

運営法人 支援センター職員

市町村の現状に則した行政
責任を果たす

～地域包括支援センター育成支
援機能、協働、運営費用確保、
業務量の見積もりと計画 等

地域に則した地域包括ケアシステム構築の基盤

支援センター経営の継続性

～職員の確保、職員の育成支援
（ＯＪＴ等）、運営計画立案と
業務評価、経費の確保 等

自己研鑽と業務の充実

～積極的な研修受講、３専門職
の連携協働体制づくり、専門性
により４つの機能充実を図る

３者協働

2007（平成19）年度

作成：中澤 伸 57



https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_200423_8.pdf

家族介護者支援取組ポイント (2021年3月)
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_200423_6.pdf

地域包括支援センターの運営課題に対する取組ポイント(2021年3月)

地域包括支援センター推薦図書・資料 ①
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2021,05,27 オーム社
定価3,080円 （税込）

はしがきにかえて

Ⅰ編 地域包括支援センターの位置づけとこれまでの実践
1章 地域包括支援センターの法的・政策的位置づけの変遷と

求められる機能
2章 地域包括支援センターによる「総合相談支援」実践
3章 地域包括支援センターによる「権利擁護」実践
4章 地域包括支援センターによる「包括的・継続的ケアマネジ

メント支援」実践
5章 地域包括支援センターによる「地域ケア会議」実践
6章 地域包括支援センターによる総合事業を活用した介護

予防と地域づくり実践
7章 島しょ部の地域包括支援センターの実践事例
8章 都市の地域包括支援センターの実践事例

Ⅱ編 地域包括支援センターにおける他機関との連携
1章 自治体（市区町村）との連携
2章 認知症支援機関との連携
3章 在宅医療機関との連携
4章 居住（住まい）支援に関連する機関との連携
5章 他の相談機関との連携－全世代型相談支援機関

Ⅲ編 地域包括支援センターの機能評価とガバナンスの強化
1章 地域包括支援センターの評価票と活用方法
2章 地域包括支援センターのガバナンス強化のための方策

あとがきにかえて

（高橋 紘士）

（草野 哲也）
（山本 繁樹）
（川端 伸子）

（中澤 伸）
（中 恵美）

（田中 明美）
（満永 たまよ）
（茅野 泰介）

（篠田 浩）
（猿渡 進平）
（太田 秀樹）
（落合 明美）
（中澤 伸）

（大夛賀 政昭）
（筒井 孝子）

（高橋 紘士）

地域包括支援センター推薦図書・資料 ②
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